
 

１ 

２ 議 題  

（１）委員長の選出について 

 

 

【久留米市中小商工業融資委員会】 

職 名 氏  名 備  考 

委 員 長   

 

【参考】久留米市中小商工業融資委員会 規則（抜粋） 

（委員長および副委員長） 

第 6条 委員会に委員長および副委員長 1人を置く。 

2 委員長および副委員長は、委員の互選とする。 

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

久留米市中小商工業融資委員会 委員名簿（H30.9.1～H32.8.31） 

 氏   名 備    考 

市 

議 

会 

 塚本 弘道 久留米市議会議員 

 金子 むつみ 久留米市議会議員 

 中村 博俊 久留米市議会議員 

 田住 和也 久留米市議会議員 

 原口 和人 久留米市議会議員 

業 

者 

代 

表 

〇 穴見 英三 久留米商工会議所専務理事 

 津福 信子 久留米商工会議所女性会会長 

 秋吉 久美子 久留米南部商工会女性部部長 

 横山 弘子 久留米東部商工会女性部部長 

 小林 整子 田主丸町商工会女性部部長 

 西 珠子 中小企業診断士 

金 

融 

機 

関 

 西依 智弘 福岡銀行久留米営業部長 

 大野 斉 筑邦銀行融資部長 

 末次 公仁 筑後信用金庫常務理事 

 古城 康幸 福岡県信用保証協会久留米支所長 

◎委員長、〇副委員長 

事務局：久留米市商工観光労働部商工政策課 



H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

7,323,108 4,970,695 4,586,497 3,461,173 2,695,020 2,490,527 2,787,733 2,412,788 3,351,475

1,533 1,187 1,142 975 830 830 848 706 829

4,777 4,188 4,016 3,550 3,247 3,001 3,287 3,418 4,043

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

1,478,146 1,108,310 1,130,270 900,961 637,466 558,520 771,928 630,170 552,450

164 154 155 143 114 121 123 119 60

9,013 7,197 7,292 6,300 5,592 4,616 6,276 5,296 9,208

１．長期事業資金

融資額（千円）

件数　（件）

３　報告事項
　(1) 制度融資の状況について

　・久留米市制度融資の融資額および融資件数の推移（平成２２年度～平成３０年度）

融資額（千円）

□制度融資全体

件数　（件）

平均融資額

平均融資額
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件数融資額（百万円）
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件数融資額（百万円）

融資件数は、概ね横ばいの状況が続いている。

融資額は、概ね横ばいの状況が続いていたが、平成30年度は運
転資金、設備資金ともに融資額が増加しており、特に設備資金が
良く伸びている。

平成30年度の市融資制度改正にて、経営安定資
金の借入れ限度額を引き上げ、さらに借入期間も
拡充したことにより、経営安定資金の利用が増加
し、長期事業資金の利用が減少している。

制度改正
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

2,022,985 1,836,635 1,596,795 1,664,915 1,572,350 1,682,764 1,821,227 1,585,688 2,344,921

622 580 558 621 599 648 683 547 702

3,252 3,167 2,862 2,681 2,625 2,597 2,667 2,899 3,340

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

3,765,920 1,966,950 1,761,095 818,859 381,200 200,000 138,700 102,630 427,810

731 438 404 191 96 51 32 25 61

1,814 1,146 960 475 111 135 77 54 31

融資額（千円）

３．緊急経営支援資金

融資額（千円）

件数　（件）

件数　（件）

２．経営安定資金

平均融資額

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ5号認定数
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件数融資額（百万円）
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件数融資額（百万円）

H30災害復旧枠

48件369百万円

H24豪雨枠

25件174百万円

H26消費税特別枠

28件102百万円

平成30年度の市融資制度改正にて、経営安定資金の借入れ限
度額を引き上げ、さらに借入期間も拡充したことにより、経営安
定資金の利用が増加している。

制度改正

売上高の急激な減少による制度融資
利用は、年々減少している。
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４．新規開業資金

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

56,057 56,400 85,337 71,438 57,004 39,243 34,378 92,800 26,294

16 14 23 19 16 9 7 14 6

3,504 4,029 3,710 3,760 3,563 4,360 4,911 6,629 4,382

融資額（千円）

件数　（件）

平均融資額
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件数融資額（百万円）

平成28年度市融資制度改正（融資利率引下げ）により、平成29年度は
増加しているが、近年は概ね10件程度で推移している。

制度改正
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4月から12月 H29 H30 R1
融資額 1,741,450 2,733,465 2,119,034
件数 514 663 563

平均融資額 3,388 4,123 3,764

4月から12月 H29 H30 R1
融資額 453,820 467,200 268,898
件数 89 47 29

平均融資額 5,099 9,940 9,272

令和元年度　久留米市制度融資の融資額および融資件数の推移

□制度融資全体(平成30年度、平成29年度の4月～12月累積分の比較）

１．長期事業資金
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件

概ね横ばいの状況で推移している。

平成30年度の市融資制度改正にて、経営安定資金の借入れ限度額
を引き上げ、さらに借入期間も拡充したことにより、経営安定資金の利
用が増加し、長期事業資金の利用が減少する傾向が続いている。

制度改正

（千円）

（千円）

H30災害復旧枠

48件369百万円
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4月から12月 H29 H30 R1
融資額 1,149,400 1,842,161 1,760,136
件数 395 555 518

平均融資額 2,910 3,319 3,398

4月から12月 H29 H30 R1
融資額 74,130 405,310 38,100
件数 19 56 7

平均融資額 3,902 7,238 5,443

２．経営安定支援資金

３．緊急経営支援資金
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制度改正

売上高の急激な減少による制度融資利用は減少傾向が続いている。

H30災害復旧枠

48件369百万円

（千円）

（千円）

平成30年度の市融資制度改正にて、経営安定資金の借入れ限度額を引き上げ、
さらに借入期間も拡充したことにより、経営安定資金の利用が増加し、令和元年
度も同水準で推移している。
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4月から12月 H29 H30 R1
融資額 64,100 18,794 46,570
件数 11 5 8

平均融資額 5,827 3,759 5,821

４．新規開業資金
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令和元年度の市融資制度改正より、融資申込が随時可能と
なったため、昨年度に比べ融資件数が増加している。

（千円）

制度改正
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８ 

３ 報告事項 

（２）緊急経営支援資金（令和元年消費税増税支援特別枠）について 

 

緊急経営支援資金（令和元年消費税増税支援特別枠）について 

 

１ 制度概要 

資 金 名 緊急経営支援資金（令和元年消費税増税支援特別枠） 

要 件 

 市内に事業所を有し、市税を完納している中小企業者 

 令和元１０月の消費税増税に伴い、最近３ヵ月の売上高または売

上総利益が前年同期と比較して１５％以上減少しており、市の認

定を受けた中小企業者 

資 金 使 途 運転資金 ※既存借入償還のための借換は不可。 

限 度 額 
１，０００万円 

（緊急経営支援資金の一般枠、経済対策特別枠とは別枠） 

利 率 １．２６％  

貸 付 期 間 ７年以内（据置１年以内） 

保 証 料 率 ０．４５～０．８４％ 

利 子 補 給 
市が最初の１年間の利子のうち、延滞利子を除く利子額を全額補給 

※申請時期は、融資実行日から１年経過後です。 

保証料補給 ３５０万円までの借入は全額補給 

実 施 期 間 
令和２年１月６日～令和２年１２月２８日 

※いずれも保証協会の受付日を基準とする。 

 

２ 利用実績 

分類 総件数 
月毎の件数 

金額 
1月 

融資実行 ２件 ２件 １，１００万円 

認定 ３件 ３件  

◆融資実行は令和 2年 1月 31日現在 

◆平均借入金額：５５０万円（上限は 1,000万） 

◆平成 26年増税時の特別融資実績 

 融資実行総件数：28件 融資金額：102,400,000円  

平均借入額：3,657,142円≒3,657千円 

 

 

 



消費税増税に伴う各機関の主な支援策について（令和２年１月時点） 補足資料

令和元年10月

資
金
支
援

景
気
対
策

相
談
支
援

【国】
軽減税率対策補助
金（レジ補助等）

【国】日本政策金融公庫
軽減税率対策に係る設備投資への融資（IT活用促進資金）

【市】消費税増税支援特別枠
増税により売上等に影響が生じた事業者向けの融資

増税
7月 令和3年1月

【国】キャッシュレス・消費者還元事業

決済端末導入補助（実質事業者負担ゼロ）

決済手数料の補助（決済手数料の1/3）

対象店舗登録は申込
R2.4月まで

対象店舗にてキャッシュレス決済
⇒ 5%(or2%)のポイント還元

【市】プレミアム付商品券事業
低所得者・子育て世帯の負担軽減
及び地域消費の喚起

市内加盟店
2,337店舗

(12月時点）

令和2年4月

R1予算2,798億円
R1補正1,497億円
R2予算2,703億円

【県】緊急経済対策資金
増税により売上等に影響が生じた事業者向けの融資

９

【国】消費税軽減税率相談窓口（国税庁）・消費税価格転嫁等総合相談窓口（内閣府、中小企業庁他）

【国、県、関係団体】専門家（税理士や中小企業診断士等）派遣
※久留米市は商工団体が行う専門家派遣事業に支援を行っている。

※適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入
令和５年（２０２３年）１０月

【国】マイナポイン
トによる消費活性化
・決済端末導入支援
・前払金に25%ポイ
ント分を上乗せ

9月



・久留米市内に事業所を有する中小企業者であること 

・信用保証協会の保証対象業種であること 

・市税を完納していること 

・特定非営利法人（ＮＰＯ法人）も利用可能（但し利用できる制度や必要書類が異なりますので 

必ず事前に市にご相談ください） 

 

・ 

 

５．利子補給と保証料補給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．緊急経営支援資金の認定 
 
 

  
    

 
 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
７．新事業展開支援資金・賑わい創出支援資金の認定 

 

 

 

 

８．久留米市融資制度の相談窓口（まずはお気軽にご相談ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市では、中小企業者の皆様が必要とされる資金の調達を応援し、経営発展の支援を行っています。 
 

１．久留米市中小企業融資のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ご利用要件 

 

 

 

 
 
 
 

３．お申し込みに必要な書類（チェックリストとしてご利用ください） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）緊急経営支援資金の認定にかかる必要な書類 

①「一般枠」 

（次のうちいずれかの資料） 

・セーフティネット保証の認定書 

・最近３ヶ月及び前年同期の売上が確認できる帳簿等 

②「経済対策特別枠」 

直近の事業所税の申告書（控え） 

③「災害復旧枠」 

り災証明書 
 
＊印鑑（個人の場合は代表者の印鑑、法人の場合は印鑑登録している代表者印）をご準備ください。 

 
（２）認定窓口 商工政策課（市役所１１階）または各総合支所産業振興課 

 
（３）その他  認定申請書は、市ＨＰからダウンロードできます。 

 

※事業所税は、「資産割」と「従業者割」から構成され、免税点を超えていれば、課税対象となります。 

（資産割の免税点）  久留米市内に所在する事業所等の床面積を合計した延床面積が１，０００㎡以下 

（従業者割の免税点）久留米市内の事業所等の従業者数の合計が１００人以下 

 

 

 

●久留米市商工政策課         TEL 30-9133         FAX 30-9707 

     新産業創出支援課      TEL 30-9136     FAX 30-9707 

産業振興課 田主丸総合支所  TEL 0943-72-2110   FAX 0943-72-3819 

 北野総合支所   TEL 78-3569        FAX 78-3377 

 城島総合支所   TEL 62-2115        FAX 62-3732 

 三潴総合支所   TEL 64-2315        FAX 65-0957 
 

●久留米商工会議所経営支援課         TEL 33-0213         FAX 33-0933 
  

●久留米南部商工会                   TEL 64-3649         FAX 64-4850 
 

●久留米東部商工会  善導寺事務所    TEL 47-1231        FAX 47-0823 

            北野事務所    TEL 78-3311        FAX 78-4873 
 
●田主丸町商工会                      TEL 0943-72-2816  FAX 0943-73-0313 
                     
 

個人事業の方 
 

□ 借入申込書           １部 
 

□ 納税証明書           1 通 
※最新年度の市県民税納税証明書 

※新規開業資金の場合は納税証明書に替えて所得

証明書 
 

□ 市税の滞納のない証明書     1 通 
 

□ 印鑑証明書の写し        1 通 
※3 ヶ月以内のもの 

 

□ 確定申告書の写し（２期分）    1 部 
 

□ 個人情報の取扱に関する同意書  2 部 
※保証協会・金融機関提出用 1 部ずつ 

※連帯保証人がいる場合 1 人につき 2 部ずつ 
 

□ (設備資金の場合)     見積書  1部 
 

□ (許認可を必要とする業種の場合) 
許認可証の写し   1部 

 

□ (土木・建設業の場合) 
受注工事明細書  1部 

 

□ (緊急経営支援資金・新事業展開支援資金・ 
賑わい創出支援資金の場合)   

認定書  1部 
 

□ その他必要と認める書類 

法人事業の方 
 

□ 借入申込書           １部 
 

□ 納税証明書           1 通 
※最新年度の法人市民税納税証明書 

※新規開業資金の場合は納税証明書に替えて所得

証明書 
 

□ 市税の滞納のない証明書     1 通 
 

□ 印鑑証明書の写し         1 通 
※3 ヶ月以内のもの 

 

□ 決算書（２期分）・残高試算表   1 部 
 

□ 登記簿の履歴事項全部証明書   1 部 
 

□ 個人情報の取扱に関する同意書  2 部 
※保証協会・金融機関提出用 1 部ずつ 

※連帯保証人がいる場合 1 人につき 2 部ずつ 
 

□ (設備資金の場合)     見積書  1部 
 

□ (許認可を必要とする業種の場合) 
許認可証の写し  1部 

 

□ (土木・建設業の場合) 
受注工事明細書  1部 

 

□ (緊急経営支援資金・新事業展開支援資金・ 
賑わい創出支援資金の場合)  

認定書 1部 
 

□ その他必要と認める書類 

暴力団または暴力団員が 
関与する中小企業者は、
融資の利用ができません 

 

 

この制度は、久留米市内の中小企業の皆様の経営の安定にお役立ていただくことを目的として、 

久留米市と福岡県信用保証協会及び取扱金融機関との相互協力により成り立っています。 

●認定にかかる必要な書類 

・融資対象事業所申請書 ・事業計画書 ・見積書など 
 
※ご利用の方は、事前に市にご相談ください。 

      

    

中小企業者       
保証料補給・ 

   利子補給など 
    

      

      

信用保証 
      

  

融資実行 

      

  
  

中小企業者が万一返済不可能に

なった場合は、信用保証協会が 

代位弁済（100％または 80％）

を行います。   

久留米市 

      

信用保証協会 

    

    

取扱金融機関 

     

原資預託 

 

久留米市内の中小企業の皆様の負担を軽減する取組みとして、信用保証料と支払利子をそれぞれ助成する制度があります。 

制度名 対象資金 対象借入額 補給額 申請時期（注３） 

保証料補給 上記参照 ３５０万円以内 信用保証料全額(注１) 保証料支払日から３ヶ月以内 

利子補給(注２) 
緊急経営支援、新事業展開支援（一部）、 

新規開業、賑わい創出支援 
限度なし 

借入れ後１年間の支払利子の全額

（延滞利子分除く） 
融資実行日から１年経過後 

 

（注１）経営安定資金（小口資金、小規模企業者振興資金、短期安定資金）は、借入期間を５年とした場合の信用保証料額を限度額とします。 
 

（注２）・緊急経営支援資金、新規開業資金、賑わい創出支援資金からの借換資金は、利子補給の対象となりません。 

・新事業展開支援資金の利子補給対象は、事業内容が次のいずれかに該当するものに限ります。 

・高度医療関連産業 ・バイオ、食品加工関連産業  ・自動車、産業機械関連産業  ・低炭素型社会貢献産業 

・海外ビジネス展開事業 ・新たな雇用の創出 
 

（注３）申請書等は、保証料補給は金融機関、利子補給は久留米市からお渡しします。指定された期日までに申請しなければ、補助は受けられません。 



                                                                     

制度名 使  途 限度額 利率 ※２ 
借入期間

（据置） 
保証料率 保証人 要件 ※１ 申込場所 指定金融機関 

保証料

補給 

利子 

補給 

①長期事業資金 
設  備 

運  転 
5,000 万円 

１.７％ 

（１.５％） 

運転７年 

設備１０年 

（１年） 

０．４５～ 

０．９２％ 

原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

共通要件のみ 
久留米市商工政策課 

市総合支所産業振興課 

久留米商工会議所 

久留米南部商工会 

久留米東部商工会 

田主丸町商工会 

指定金融機関 
福岡銀行 

筑邦銀行 

佐賀銀行 

十八銀行 

西日本シティ銀行 

福岡中央銀行 

佐賀共栄銀行 

親和銀行 

北九州銀行 

筑後信用金庫 

大川信用金庫 

福岡県信用組合 

商工中金 

○ － 

経 

営 

安

定

資 

金 

②小口資金 
設  備 

運  転 

2,000 万円 
１.６％ 

（１.４％） ７年 

（1 年） 

０．４５～ 

０．９２％ 
原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

共通要件のみ 

③小規模企業者 

振興資金 
2,000 万円 １.３％ 

０．５～ 

１．１２％ 

市内小規模企業者。本制度の申込金額と既存の保証付融資残高の合計が

2,000 万円以内であること 

④短期安定資金 運  転 2,000 万円 
１.５％ 

（１.３％） 
１年 

０．４５～ 

０．９２％ 

原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

特に緊急に必要と認められる資金 

緊 

急 

経 

営 

支 

援 

資 

金 

⑤一般枠 運  転 
（限定付で設備資金） 

1,000 万円 １.４６％ 

（１.２６％） 

７年 

（１年） 

０．４５～ 

０．８４％ 

原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

次の①～③いずれかに該当する方 

①中小企業信用保険法第 2 条第５項に基づく認定を受けた方 

②最近 3 ヶ月の売上高が前年同期と比較して 10％以上減少した方 

③災害等の発生により被害を受けた方（限定付で設備資金の申込可） 

久留米市商工政策課 

市総合支所産業振興課 

久留米商工会議所 

久留米南部商工会 

久留米東部商工会 

田主丸町商工会 

指定金融機関 

※事前に市の認定が必要 

○ 

○ 

⑥経済対策特別枠 運  転 1,000 万円 事業所税が課税されている方（事業所税が全額減免される方は除く） 

⑦危機関連枠 
運  転 

設  備 
1,000 万円 １.２６％ ０．５７％ 中小企業信用保険法第 2 条第 6 項に基づく認定を受けた方 

⑧災害復旧枠 

設  備 

運  転 

（復旧に必要な資金）※３ 

1,000 万円 ０.８％ 0% 

次のいずれかに該当する資金 

①「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により「激

甚災害」もしくは「局地激甚災害」のいずれかに指定された災害を受け、

事業の復旧に必要な資金 

②「災害救助法」の適用を受け、事業の復旧に必要な資金 

①及び②と同等の災害と市長が認めた災害を受け、事業の復旧に必要な資金 

－ 

⑨令和元年消費税

増税支援特別枠 
運転 1,000 万円 １.２６％ 

７年 

（１年） 

０．４５～ 

０．８４％ 

令和元年１０月消費税増税に伴い、最近３ヵ月の売上高又は売上総利益（売

上総利益＝売上高－売上原価）が前年同期と比較して、１５％以上減少した

方  ※受付期間は令和２年１月６日から令和２年１２月２８日まで 

    いずれも保証協会受付日を基準とする 

○ 

⑩新事業展開支援資金 
設  備 

（汎用性の高いもの除く） 
5,000 万円 １.３％ 

１０年 

（１年） 

０．３～ 

０．６％ 

原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

次の①と②いずれかに該当する方 

①新商品等の開発または生産を行う方 

②1 年以上同一事業を行っている方で、新たな分野への進出 

（日本標準産業分類表の小分類が異なるもの）を行う方 

久留米市商工政策課 

指定金融機関 

※事前に市の認定が必要 

福岡銀行 

筑邦銀行 

筑後信用金庫 

－ 
○ 

（一部） 

⑪都心部・地域商業 

賑わい創出支援資金 

設  備 

(1)店舗の新・改装費 

(2)商店街整備事業に

必要な資金 

(1)3,000 

万円 
 

(2)5,000 

万円 

１.３％ 
１０年 

（１年） 

０．３～ 

０．６％ 

原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

(1)小売業者及び飲食業者で、次のいずれかに該当する方 

 ①都市計画区域における商業地区で営業する方 

 ②市内商工団体が実施する地域商業空き店舗対策事業の補助対象区域で営

業する方 

(2)協同組合など 

久留米市商工政策課 

指定金融機関 

※事前に市の認定が必要 

福岡銀行 

筑邦銀行 

西日本シティ銀行 

筑後信用金庫 

○ ○ 

⑫新規開業資金 
設  備 

運  転 
2,000 万円 

１.２６％ 

１０年 

（１年） 
０％ 

原則として 

法人は代表者 

個人は不要 

次の①と②すべてに該当する方 

①事業を営んでいない個人で、市内で貸付実行日から 1 ヶ月 （会社は 2 ヶ

月）以内（特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書のある場

合は 6 ヶ月以内）に開業する具体的な計画がある方、または申込時点で開

業後 6 ヶ月未満の方 

②別に定める創業塾等を融資申込の日前２年以内に受講し、かつ良好な成績

で修了している方 

久留米市 

新産業創出支援課 

久留米商工会議所 

久留米南部商工会 

久留米東部商工会 

田主丸町商工会 

福岡銀行 

筑邦銀行 

佐賀銀行 

西日本シティ銀行 

福岡中央銀行 

佐賀共栄銀行 

親和銀行 

北九州銀行 

筑後信用金庫 

大川信用金庫 

福岡県信用組合 

商工中金 

－ ○ 

１.１６％ 

上記に該当する方で、次のいずれかに該当する方 

・女性、若者(30 歳未満)、シニア(55 歳以上)の方(年齢は融資申込時点) 

・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書のある方 

・市外から転入し１８ヶ月以内に融資申し込みを行う方、または、保証決定

時点までに市外から転入した方 

 ※１ 共通要件は以下のとおりです。 

（１）久留米市内に事業所を有する企業者であること  （２）信用保証協会の保証対象業種であること  （３）市税を完納していること 
 

※２ （ ）内の利率はセーフティネット保証１～６号、危機関連保証利用時に適用されます。 
 

※３ 既存借入の借換はできません。ただし、緊急経営支援資金（災害復旧枠）からの借換は除きます。 

□■ 返済条件緩和措置 ■□ 

資金繰りに支障が生じている中小企業者を対象に、久留米市の制度融資（新事業展開支援資金、賑わい創出支援資金を除く）の返済条件を緩和しています。 
 

１．最長返済期間の延長 最長２年（短期安定資金は最長１年間） 

２．元金返済猶予措置  最長２年（短期安定資金は最長１年間） 
 

両方組み合わせることも可能です。資金を利用している金融機関にてお申込ください。 

４．久留米市中小企業融資制度一覧                                                                     令和元年１０月１日現在 
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